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別紙１-2/5 都営三田線神保町駅地下１階改札内コンコース 店舗Ｃ－１ 求積図 

店舗Ｃ－１ 

※道路占用申請面積は、小数点以下切り上げとなります。 



別紙１-3/5 都営三田線神保町駅地下１階改札内コンコース 店舗Ｃ－２ 求積図 

※道路占用申請面積は、小数点以下切り上げとなります。 



別紙１-4/5 都営三田線神保町駅地下１階改札内コンコース 店舗Ｃ－３ 求積図 

※道路占用申請面積は、小数点以下切り上げとなります。 



別紙１-5/5  都営新宿線神保町駅地下１階改札内コンコース 店舗Ｅ 求積図 

※道路占用申請面積は、小数点以下切り上げとなります。 
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床
店舗区画内：モルタル下地金コテ押え（FL-30ｍｍ）
店舗Eエリア→床スラブ開口、防臭点検口設置まで

店舗区画前(ホーム及びコンコース)の仕上げ（統一環境部分） テナント都合によるA仕様の変更工事
左記以降全て
防水層以降全て

当初申請では仕上を仮プロット

壁・柱
防火区画壁（店舗区画）
店舗間間仕切壁（LGS＋ケイカル)　※店舗Cエリア
躯体素地渡し

店舗ファサード仕上、下地とも（統一環境部分） テナント都合によるA仕様の変更工事 左記以降全て 当初申請では仕上を仮プロット

天井
店舗ファサード天井仕上、下地とも（統一環境部分）
店舗起因による共用部の点検口含む

店舗内、インサート工事まで
テナント都合によるA仕様の変更工事

左記以降全て。点検口含む
Ａ工事設置の排煙口設置等の天井開口補強等含む

当初申請では仕上を仮プロット
※土と接する構築には埋設配管は無いと想定されることから、非破壊検査は実施
しないこととする。

内部造作 なし なし 全工事

什器・備品 なし なし 全工事

建具
店舗区画構成上必要な防火シャッター、防火戸等
※特定防火設備用感知器を含む

店舗Eエリア→店舗用サッシ受材含む テナント都合によるA仕様の変更工事 左記以降全て

外装仕上げ 統一環境部分の全て なし なし

サイン C工事テナントサイン設置用の下地まで（統一環境部分） サインテナントロゴ（統一環境部分） 左記以外の全て

電灯設備
電気室～店舗用区分開閉器までの配管配線及び接続まで
店舗用区分開閉器の設置含む

区分開閉器以降、店舗用分電盤までの区画貫通部の空配管設置 テナント都合による増移設工事 左記以降全て（店舗用分電盤含む）。メーター設置 店舗用区分開閉器は、店舗C・Eエリアの各々直近部に設置

動力設備
電気室～店舗用区分開閉器までの配管配線及び接続まで
店舗用区分開閉器の設置含む

共通→店舗専用の換気および空調の電源、制御共
店舗Eエリア→区分開閉器からダウントランスまでの配管配線
ダウントランス設置含む。動力盤設置（配管、配線含む）
動力盤以降、店舗用分電盤までの区画貫通部の空配管設置
店舗Cエリア→動力共用盤設置（配管、配線含む）
動力共用盤以降、店舗用分電盤までの区画貫通部の空配管設置

同上 左記以降全て（店舗用分電盤含む）。メーター設置 店舗用区分開閉器は、店舗C・Eエリアの各々直近部に設置

電話設備
店舗ＣエリアはＮＴＴ盤～店舗区画内まで、店舗Ｅエリアは最寄りの
端子盤～店舗区画内までの配管配線

店舗用端子盤設置 同上 左記以外の全て（加入申し込み含む）

照明設備
電気室～店舗用区分開閉器までの配管配線及び接続まで
店舗用区分開閉器の設置含む

区分開閉器以降、統一環境照明用分電盤の設置および配管配線、
照明まで

同上 左記以外の全て

光回線 ハンドホール～駅PD盤まで 店舗直近PD以降、店舗区画貫通部の空配管設置 なし 左記以降全て（加入申し込み含む） スプリッター～ONUの配線はC工事

空調設備
室内外機全て、および配管
店舗専用の電源工事

テナント都合による増移設工事 なし

換気設備
換気塔接続～専用ファン～店舗境界ダンパーまで
店舗専用の電源工事

テナント都合による増移設工事 左記以降全て

給水設備 店舗区画内引込まで（バルブ止め） テナント都合によるA仕様の変更工事 左記以降全て。点検口含む。量水器設置

排水設備
汚水槽から圧送ポンプユニットまでの配管。圧送ポンプユニット設置
含む
店舗Eエリア→圧送ポンプユニット以降店舗内の突出しまで

テナント都合によるA仕様の変更工事 左記以降全て。グリーストラップ含む 店舗Cの圧送ポンプ電源は各店舗内専用分電盤から供給

衛生器具設備 なし なし 全工事

自動火災報知器 受信機から店舗内感知器までの配線接続 基準法定設備の感知器設置 店舗内間仕切り変更による増移設工事 なし 店舗内装FIX後、軽微変更

スプリンクラー設備 消火水槽から店舗内引込までの配管接続 店舗内配管と基準法定設備のSPヘッド設置 店舗内間仕切り変更による増移設工事 なし 店舗内装FIX後、軽微変更

排煙設備
基準法定設備の設置
※排煙口の天井高さは予め指定（避難安全検証条件）

店舗内間仕切り変更による増移設工事
※軽微な変更の範囲である条件前提

なし 駅主ダクトから店舗部分を分岐

非常照明設備 なし なし 基準法定設備の設置。店舗用分電盤含む 電源は店舗分電盤二次側から供給。店舗内装FIX後、軽微変更

誘導灯設備 基準法定設備の設置 店舗内間仕切り変更による増移設工事 なし 店舗内装FIX後、軽微変更

非常放送設備 基準法定設備の設置 店舗内間仕切り変更による増移設工事 なし 店舗内装FIX後、軽微変更

カットリレー設備 非常放送盤から店舗内のカットリレー端子までの配管回線接続 カットリレー端子 左記以降の信号配線
カットリレー端子以降の配管配線。コンセントへの電源
工事

消火器 なし なし 全工事 店舗内装FIX後、軽微変更

空
調

給
排
水

防
災

工事種類

電
気

都営三田線及び新宿線神保町駅　店舗Ｃ・店舗Ｅ　工事区分表

B工事
（A範囲の工事。工事費はテナント負担）

C工事
（テナント工事）

備考

建
築

A工事
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備　　考

躯体

躯体

コ
ン
ク
リ
｜
ト
ブ
ロ
ッ
ク

躯体

仕上げ（出店者工事）

仕上げ（出店者工事）

テ
ナ
ン
ト
工
事

・仕上下地レベル（ＦＬ-30ｍｍ）

防水保護層（出店者工事）

ＬＧＳ等鋼製壁下地（出店者工事）

仕上下地（A工事）

躯体

店舗内間仕切壁

躯体

躯
体
又
は
既
設
仕
上

駅コンコース通路仕上（A工事）

フカシ壁・仕上げ（出店者工事）

防水下地（A工事）

区分

仕上下地（A工事）

床（店舗区画内）

躯体

仕上げ（出店者工事）

客室等 防水エリア

床（防水）

床（店舗区画前）

店舗内

・店舗内間仕切は、上部欄間開口
（H=500)条件

仕上下地（出店者工事）

工事種類 工　　事　　区　　分

躯体

店舗内

防水層（出店者工事）

・仕上下地レベル（ＦＬ-30ｍｍ）を基
本とするが、Eエリアはテナント設計確
定後、要協議
・Ｅエリアについては、床スラブ開口、
防臭点検口設置までA工事

躯体

店舗間間仕切壁

ＬＧＳ等鋼製壁下地（A工事）

仕上げ（出店者工事）

※防火区画壁

仕上下地（A工事）

躯体

壁（区画背面）
仕上下地（出店者工事）

ＬＧＳ等鋼製壁下地（出店者工事）

出店者工事： B工事およびＣ工事

建
　
　
築
　
　
工
　
　
事

A工事

共用通路

店舗統一環境仕上（A工事）



都営三田線及び新宿線神保町駅　店舗Ｃ・店舗Ｅ　工事区分表 別紙２-3/5

仕上げ（出店者工事）

統一環境部分仕上および照明（A工事）

テナントサイン（出店者工事）

A工事 出店者工事： B工事およびＣ工事

※防火区画壁

建
　
　
築
　
　
工
　
　
事

施設総合サイン(A工事）

統一環境仕上（A工事）

統一環境仕上下地（A工事）

※テナントで設置した場合

店舗内天井面（出店者工事）

仕上げ(出店者工事）

・A工事の特定防火設備のメンテナン
ス用点検口は、店舗内に出店者工事
により設置
・Eエリアの店舗ファサードサッシ受材
はA工事
(受け材：口―100×100×3.2）

防火区画（A工事）

区分
備　　考

・インサートは出店者費用負担によ
り、A工事範囲で行う（B工事）
・土と接する構築には埋設配管は無
いと想定されることから、非破壊検査
は実施しないこととする

インサート（出店者工事）

店舗内

共用通路との区画
店舗ファサードサッシ（出店者工事）

躯体

外装仕上げ

躯体

共用通路

躯体

工事種類

躯体

テナントサイン設置用下地（A工事）

統一環境部分仕上（A工事）

天井

防火シャッター及び防火戸（A工事）
※管理シャッター兼用（Cエリアのみ）

シャッターＢＯＸ

駅通路天井面（A工事）

共用通路

躯体

工　　事　　区　　分

コンコース通路仕上（A工事）

仕上下地

統一環境仕上（A工事）

ＬＧＳ等鋼製壁下地（A工事）

躯体

仕上下地（出店者工事）

天井下地 (出店者工事）



都営三田線及び新宿線神保町駅　店舗Ｃ・店舗Ｅ　工事区分表

 

空 調 設 備空
調
換
気
設
備
工
事

分電盤

区分

電
気
室

◎

店舗用端子盤

動力機器

区
分
開
閉
器

Ｅエリアのみ

汚水槽

衛生器具等

給
排
水
衛
生
設
備
工
事

排 水 設 備

衛生器具設備
・

換 気 設 備

・・

圧送ポンプ

グリーストラップ

衛生器具等

・

備     考

分電盤

◎

灯具
店舗内専用

・電源は鉄道共用動力盤

・店舗動力盤から店舗内分電盤
までの区画貫通処理、空配管設
置含む（Ａ工事）
・各設備は圧送ポンプ（Cエリア
を除く）、換気設備、空調室内外
機

◎

◎

・区分開閉器から店舗内分電盤
までの区画貫通処理、空配管設
置含む（Ａ工事）

◎

・

工事種類

電
気
設
備
工
事

電灯・コンセント設備

動 力 設 備

電 話 設 備

ダンパー

・

ｱｳﾄﾚｯﾄ

ダ
ウ
ン
ト
ラ
ン
ス

端  子  盤
ＭＤＦ又はＩＤＦ

光　回　線

給 水 設 備

給
水
主
管

・Ｃエリアの圧送ポンプ電源は各
店舗内専用分電盤から供給
・Ｅエリアの圧送ポンプ電源は鉄
道共用動力盤から供給

店
舗
動
力
盤

店舗統一
環境照明

W
H
M

◎

衛生器具等Ｍ

・Ｃエリア：2種換気方式
・Ｅエリア：1種換気方式
・電源は鉄道共用動力盤

室外機

スプリッター ◎
ONU

A工事

店舗内専用

店
舗
共
用
盤

W
H
M

区
分
開
閉
器

工　　事　　区　　分

出店者工事： B工事およびＣ工事

ｺﾝｾﾝﾄ

別紙２-4/5

電
気
室

店舗専用ファン

室内機

店舗リースライン

各
設
備 コンセント

・店内までの空配管設置はA工
事

ハンドホール

換
気
塔 



都営三田線及び新宿線神保町駅　店舗Ｃ・店舗Ｅ　工事区分表

・カットリレー設備の法定点検は
交通局にて実施

工　　事　　区　　分

スプリンクラー設備

非常放送盤

区分

消火水槽

操作BOX

排煙設備

店舗内専用

（増移設の場合は出店者工事）

防
災
設
備
工
事

非常放送設備

非常照明設備

操作BOX

排煙ダクト

排煙口

店舗内専用

消
火
器

スピーカー

・駅主ダクトから店舗部分を分岐
・排煙口取付位置、高さの変更
は、避難安全検証条件の排煙計
算に影響するため不可

排煙口

非常放送盤

カットリレー端子

非常照明

店舗内間仕切り変更による増・移設は出店者工事

分電盤

消火器

分電盤

店舗内間仕切り変更による増・移設は出店者工事

店舗ＢＧＭアンプ

非常照明

ダンパー

排煙ファン

ＳＰ配管

誘導灯設備
誘導標識・誘導灯

店舗内放送設備
（カットリレー回路）

ＳＰヘッド

・法定点検は交通局にて実施

・法定点検は交通局にて実施
基準法定設備（A工事）

増移設の場合は出店者工事

A工事 出店者工事： B工事およびＣ工事

備     考

別紙２-5/5

工事種類

店舗リースライン

自動火災報知設備 受信機
Ｓ Ｓ

感知器 感知器
基準法定設備（A工事）



都営三田線及び新宿線神保町駅　店舗Ｃ・店舗Ｅ　管理区分表

交通局または
協力会

出店者 備考

防火区画のシャッター・扉 ◯ △

法定検査は交通局または協力会
Ｃエリア：防火シャッターを管理シャッターとして使用した場合には、故障時の費用
負担は出店者とする。
Ｅエリア：防火シャッターを管理シャッターとしての使用不可のため負担なし。

ガラスサッシ、自動ドア ― ◯

店舗内装・店舗サイン・看板等 ― ◯

店舗外装仕上げ ― ◯ 統一環境部分を除く

店舗用什器設備一式 ― ◯ 什器交換含む維持管理

店舗直近区分開閉器までの配線 ◯ ―

店舗直近区分開閉器以降 ― ◯ 店舗分電盤含む

店内照明器具 ― ◯ 照明器具交換含む

メーター器交換 ― ◯ １回／10年（計量法による）

局主配線盤から店内端子盤までの配線 ◯ ―

店内端子盤 ◯ ―

店内端子盤以降店内配線器具取付 ― ◯
利用開始に当たっては出店者がＮＴＴと直接契約
※主配線盤解錠の際には要交通局立会

（光回線）
駅PD盤から店舗用PD盤内スプリッターまでの配線

◯ ―

（光回線）
空配管

◯ ―

（光回線）
スプリッター以降店内配線器具取付

― ◯ 利用開始に当たっては出店者がＮＴＴと直接契約

止水栓までの排水管 ◯ ―

メーター器交換 ― ◯ １回／８年（計量法による）

止水栓から先の給水管・衛生器具 ― ◯

店舗区画までの排水管 ◯ △
点検及び清掃は交通局または協力会
圧送ポンプの保守管理は使用者責任とし、出店者負担とする。

店舗内排水管 ― ◯ 点検及び清掃

給気設備（店舗区画内ダンパーまで） ◯ ―

給気設備（店舗区画内ダンパーから先） ― ◯ 店舗内給気口の清掃及びフィルター交換含む

換気設備[一般排気]（店舗区画内ダンパーまで） ◯ ― ※Ｅエリアのみ

換気設備[一般排気]（店舗区画内ダンパーから先） ― ◯ 店舗内換気口の清掃及びフィルター交換含む※Ｅエリアのみ

換気設備[厨房排気] ― ― 厨房排気なし

冷媒配管 ◯ ―

店舗内室内機および室外機 ― ◯
室内機及び室外機の設置までA工事
⇒室内機清掃は協力会手配とし、費用は使用者責任とし、出店者負担とする。

自動火災報知機（熱・煙感知器） ◯ ― 法定検査を含む維持管理

スプリンクラー設置（配管・ヘッド等） ◯ ― 法定検査を含む維持管理（SP増設分も含む）

排煙設備 ◯ ― 法定検査を含む維持管理

非常放送設備 ◯ ― 法定検査を含む維持管理

非常照明設備 ― ◯

誘導灯設備 ― ◯

その他及び不明事項 その都度協議により決定

※各工事区分は別表２-1/5～5/5を参照

※いずれも出店者の過失によるものはこの限りではない

防災設備

設備項目
都営三田線及び新宿線神保町駅

建築設備

什器設備

電気設備

電話設備

給排水設備

換気設備

空調設備

店舗内消火器 ― ◯

法定検査（１年に２回）を含む維持管理
「消防用設備等点検結果報告書」の所轄消防への提出（３年に１回）
※甲に上記図書（消防の受理印有）の写しを提出

別紙３ 



都営三田線及び新宿線神保町駅　店舗Ｃ・店舗Ｅ　設備諸元表

●電気設備

KVA AT
店舗C-1 8 40
店舗C-2 8 40
店舗C-3 8 40
環境照明 0.5 30
店舗C-1 5 20
店舗C-2 5 20
店舗C-3 5 20
換気設備 0.75 30

空調設備（室外機） 5.2 75
空調設備（室内機） 0.5 20

圧送ポンプ - -
店舗E 30 150
環境照明 0.5 30
店舗E 25 75
換気設備 0.56 30

空調設備（室外機） 6.52 75
空調設備（室内機） 0.5 20

圧送ポンプ 1.5 20

●空調設備

●換気設備

●給排水設備

給水
20A
20A
20A
25A

●通信設備

光通信回線
2
2
2
2

区分開閉器電灯

店舗共用盤動力

Eエリア
（店舗Ｅ）

盤名称種別エリア

区分開閉器電灯

動力 店舗共用盤

※
Cエリア

（店舗Ｃ－１）
（店舗Ｃ－２）
（店舗Ｃ－３）

容量

店舗Ｅ

9kw
5.6kw
5.6kw
21.3kw

図面能力出店場所
店舗Ｃ-1
店舗Ｃ-２
店舗Ｃ-３

※Cエリアの店舗区画にかかる電灯及び動力の容量は、各店舗が使用する電気容量により、増減する可能性がございます。

回路名称

出店場所 図面容量

店舗Ｃ-1 500㎡／ｈ
店舗Ｃ-２ 350㎡／ｈ
店舗Ｃ-３ 350㎡／ｈ
店舗Ｅ 1,100㎡／ｈ

出店場所
図面口径

排水

店舗Ｅ

40A
40A
40A
75A

店舗Ｃ-1
店舗Ｃ-２
店舗Ｃ-３

出店場所
線種

メタル回線
店舗Ｃ-1 5
店舗Ｃ-２ 5
店舗Ｃ-３ 5
店舗Ｅ 5

別紙４ 



固定営業料と道路占用料について

店舗Ｃ－１ 店舗Ｃ－２ 店舗Ｃ－３ 店舗Ｅ

㎡ 32.4 20.73 20.96 76.57

坪数 9.82 6.28 6.35 23.2

固定営業料（円以上） 240,000～ 200,000～ 200,000～ 480,000～

店舗道路占用料 112,200 71,400 71,400 261,800

店舗看板道路占用料 1,550 1,550 1,550 1,550

倉庫道路占用料 45,333 29,005 29,327 107,135

399,083～ 301,955～ 302,277～ 850,485～

40,640～ 48,082～ 47,603～ 36,659～

24,440～ 31,847～ 31,496～ 20,690～

※固定営業料は、上記に記載の金額を下限値として、出店者にご提案いただきます。
※道路占用料は、条例等の改正により変動する可能性があり、上記は参考値となります。
※店舗看板道路占用料は、テナント設計次第で変動する可能性があり、上記は参考値となります。
※上記固定費とは別に、共益費等の諸経費が発生いたします。

坪単価（固定営業料のみ）

合計

坪単価（道路占用料を含む）

占用面積

固定費
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別紙６

正本 正本の写し

1

出店申込書（様式１）
営業料の算定（様式２）（注）様式1・2は封印のうえ提出してください。
既存店舗の概要（様式３）
会社概要書（様式４）
誓約書（様式５）
出店資金の調達計画（様式６）
損益計画（様式７）
希望所要電気容量表（様式８）

1部 1部

2 商業・法人登記簿謄本（最近３ヶ月以内発行のもの） 1部 1部

3 印鑑証明書（最近３ヶ月以内発行のもの） 1部 1部

4 法人税（その①）及び法人税の納税証明書（直近３年分） 1部 1部

5
貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書
（複数年分、ただし３年以上の経営実績がある者は３年分）

6 設備概要

7 平面図（店舗内レイアウトがわかるもの）

8 立面図

9
イメージ図及び類似既存店舗写真
（店舗の外観、内装等をイメージできるもの）

 ※ No.2～4は都営地下鉄に出店実績のある事業者は省略を可とします。

2部

提出書類

1部

2部

2部

2部


